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○那須塩原市就学援助費認定交付要綱 

平成23年４月28日教育委員会告示第７号 

改正 

平成27年２月19日教育委員会告示第４号 

平成27年12月25日教育委員会告示第23号 

平成29年３月30日教育委員会告示第９号 

平成29年12月27日教育委員会告示第28号 

令和２年３月30日教育委員会告示第５号 

令和３年２月24日教育委員会告示第４号 

令和４年３月30日教育委員会告示第５号 

那須塩原市就学援助費認定交付要綱 

那須塩原市就学援助費認定交付要綱（平成17年那須塩原市教育委員会告示第１号）の全部を改正

する。 

（趣旨） 

第１条 この告示は、学校教育法（昭和22年法律第26号）第19条の規定に基づき、経済的理由によ

り就学困難な児童生徒の保護者に対して、就学に必要な学用品費等を交付するに当たり必要

な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 

(１) 児童生徒 市内に住所を有する者で、市立の小学校、中学校若しくは義務教育学校（以下

「市立学校」という。）に在学するもの若しくは市立学校の就学予定者（学校教育法施行令

（昭和28年政令第340号）第５条第１項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。）又は学校

教育法施行令第９条の規定により市立学校若しくは他市町の設置する小学校、中学校若しく

は義務教育学校に区域外就学するもの若しくはその就学予定者をいう。 

(２) 保護者 児童生徒に対して親権を行う者（親権を行う者のないときは、後見人）をいう。 

(３) 所得 その所得が生じた年の翌年の４月１日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法

（昭和25年法律第226号。以下この号において「法」という。）第313条第１項に規定する総

所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、法附則第33条の３第５項において準用する同条

第１項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第５項において準用する同

条第１項に規定する長期譲渡所得の金額並びに法附則第35条第５項において準用する同条第
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１項に規定する短期譲渡所得の金額の合計額とする。 

(４) 所得基準額 生活保護法による保護の基準（昭和38年厚生省告示第158号）に定める生活保

護基準額を適用し、就学援助費認定台帳により算定した額をいう。なお、算定に用いる適用

基準は、教育長が別に定める。 

(５) 要保護者 第３条第１号に該当する者をいう。 

(６) 準要保護者 第３条第２号から第５号までのいずれかに該当する者をいう。 

(７) 就学援助費 経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し、市が交付

する別表第１の交付種目の欄に掲げる費用をいう。 

（対象者） 

第３条 就学援助費の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(１) 生活保護法（昭和25年法律第144号）第６条第１項及び第２項の規定に該当する保護者 

(２) 保護者及び同一の生計を営む者（以下「世帯員」という。）の申請時において算定されて

いる直近の所得の総額（以下「総所得」という。）が所得基準額未満の保護者 

(３) 失業、離婚、世帯主の失踪、事故、災害等を証明する書類を添付し申請した者で、申請月

の前３箇月の平均の収入金額に12を乗じて得た額を給与所得の源泉徴収税額の付表を用いて

所得に換算した場合に、その額が所得基準額未満の保護者 

(４) 前年度又は当該年度において、次のいずれかに該当する保護者 

ア 生活保護法の規定により保護を停止され、又は廃止された者 

イ 地方税法第295条第１項の規定により市町村民税が課されていない者 

ウ 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免の措置を受けている者 

エ 地方税法第72条の62の規定により個人の事業税の減免の措置を受けている者 

オ 地方税法第367条の規定により固定資産税の減免の措置を受けている者 

カ 国民年金法（昭和34年法律第141号）第89条又は第90条の規定により国民年金の保険料の減

免の措置を受けている者 

キ 国民健康保険法（昭和33年法律第192号）第77条の規定により保険税の減免又は徴収の猶予

の措置を受けている者 

ク 児童扶養手当法（昭和36年法律第238号）第４条の規定により児童扶養手当を受給している者 

ケ 生活福祉資金貸付制度による貸付けを受けている者 

(５) その他那須塩原市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が必要と認めた保護者 
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（交付種目等） 

第４条 就学援助費の交付種目及び対象者については、別表第１のとおりとする。 

２ 交付額は、毎年度国の定める要保護児童生徒援助費補助金予算単価に準ずるものとし、教

育委員会が別に定める額とする。 

３ 年度途中に入学し、転学し、又は退学した児童生徒の保護者に対する学用品費、通学用品

費及びオンライン学習通信費は、交付額を12で除した金額に認定月数を乗じた金額とする。 

（申請） 

第５条 就学援助費の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、就学援助費交付

申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に、世帯員の所得を証明する書類その他

教育委員会が必要と認める書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。この場

合において、申請者は、児童生徒が在学する学校の学校長（以下「学校長」という。）を

通じて申請書を提出することができる。 

２ 申請者は、給食費を除く就学援助費の請求、受領等の権限を学校長に委任するものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、就学予定者が入学に伴って必要となる学用品費（以下「新入

学準備金」という。）については、教育委員会が指定する日までに就学援助費（新入学準備

金）交付申請書（様式第２号）に必要書類を添えて教育委員会に提出するものとする。この

場合において、中学校の就学予定者で既に就学援助費の交付を受けているものについては、

必要書類の添付を省略することができる。 

４ 翌年度の就学援助費の交付を受けようとする者は、12月から翌年の３月までの間に申請書

を提出することができる。 

（交付の決定等） 

第６条 教育委員会は、前条第１項又は第３項に規定する申請があったときは、内容を審査の上、

交付の可否を決定し、就学援助費交付決定通知書（様式第３号）又は就学援助費不交付通

知書（様式第４号）により、申請者に通知しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の審査に必要があるときは、学校長、民生委員、児童委員又は福祉事

務所長に意見を求めることができる。 

３ 教育委員会は、第１項の規定により就学援助費の交付の可否を決定したときは、交付の可

否を学校長に通知するものとする。この場合において、就学予定者に係る交付の決定をした

ときは、その就学予定の学校の学校長に通知するものとする。 

４ 就学援助費の交付期間は、４月１日から翌年の３月31日までとする。ただし、年度の途中



4/11 

において申請があったときは、申請日の属する月の１日から翌年の３月31日（申請日が１月か

ら３月までのときは、その年の３月31日）までとする。 

５ 就学援助費の交付期間は、次の各号のいずれかに該当したときは、終了するものとする。 

(１) 市立学校を転学し、又は退学したとき。 

(２) 就学援助費の交付が不要であると教育委員会が認めたとき。 

（交付時期） 

第７条 就学援助費の交付時期については、別表第２のとおりとする。 

（交付の方法） 

第８条 就学援助費は、学校長を経由して交付するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、給食費及び医療費については、現物給付とし、新入学準備金に

ついては、交付決定を受けた者に直接支払うものとする。 

（交付決定の取消し等） 

第９条 教育委員会は、就学援助費の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認

めるときは、就学援助費の交付決定を取り消し、既に支給した就学援助費の全部又は一部

を返還させることができる。 

(１) 第３条に規定する要件を満たさなくなったとき。 

(２) 偽りその他不正の手段により就学援助費の交付を受けたことが判明したとき。 

（その他） 

第10条 この告示に定めるもののほか、就学援助費の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定

める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成23年４月28日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、改正前の那須塩原市就学援助費認定交付要綱の規定によ

りなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成27年２月19日教委告示第４号） 

この告示は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年12月25日教委告示第23号） 

この告示は、平成28年１月１日から施行する。 
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附 則（平成29年３月30日教委告示第９号） 

この告示は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年12月27日教委告示第28号） 

この告示は、平成30年１月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月30日教委告示第５号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年２月24日教委告示第４号） 

この告示は、令和３年３月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月30日教委告示第５号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

 

別表第１（第２条、第４条関係） 

交付種目 対象者 

１ 学用品費及び通学用品費 市内に住所を有する準要保護者 

２ 新入学用品費 市内に住所を有する準要保護者（ただし、新入学準備金の交付

を受けている者を除く。） 

３ 新入学準備金 市内に住所を有する就学予定者の準要保護者 

４ 給食費 市内の小学校、中学校又は義務教育学校に就学する準要保護者 

５ 修学旅行費 市内に住所を有する準要保護者又は要保護者 

６ 校外活動費（宿泊を伴わな

いもの） 

市内に住所を有する準要保護者 

７ 校外活動費（宿泊を伴うも

の） 

市内に住所を有する準要保護者 

８ 医療費 市内の小学校、中学校又は義務教育学校に就学する準要保護者

又は要保護者 

９ オンライン学習通信費 市内に住所を有する準要保護者 
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別表第２（第７条関係） 

交付時期 ６月 ９月 １月 ３月 

交付種目 

給食費 年額の10分の

４に相当する額 

年額の10分の

３に相当する額 

年額の10分の

３に相当する額 

 

学用品費 

通学用品費 

新入学用品費 

オンライン学習通信費 

全額    

新入学準備金    全額 

別表第１の５から８まで 実績に応じて支給 
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様式第１号（第５条関係） 
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様式第２号（第５条関係） 
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様式第３号（第６条関係） 
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様式第４号（第６条関係） 

 


